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経 済論叢(京 都 大学)第154巻 第1号,1994年7月

水 資 源 開 発 と地 方 自治
一 水没補償問題を中心に一

小 森 治 夫

1は じ め に

前編 「電力事業 と水資源開発」(『経済論叢』 第153巻 第1・2号)で は,戦 前,

戦後 の電力事業 と水資源開発の展開過程を検討す るこ とによ り,ア メ リカの総

合的なTVA方 式 とは異な る,電 力資本優先 の 「日本型地域 開発」の型 を検出

した。 この 日本型地域開発 には重大な限界があ り,例 えば ダム建設に伴 う水没

補償の際には,財 産権の視点か らの評価が行なわれ,生 活権,社 会権の視点か

らの評価 は行 なわれない。 ここで必要 とされ るのは,住 民 自治 による水没補償

の社会的評価であ る。それゆえ,前 編 「電力事業 と水資源開発」に続 く本稿の

課題は,水 没補償問題を手がか りに,水 資源開発における地方 自治の重要性 に

ついて検討す ることであ る。

ダム関係者の間で,「 補償 問題が解決す れば ダム建設は8割 がた終わ った よ

うな ものだ」 と言いな らわされてい るように,水 没補償問題は ダム建設 におけ

る最大の問題である。 この水没補償 問題に関す る最 も優れた研究 は,華 山謙氏

の 『補償 の理論 と現実』Dで ある。 この著作 は,約40の ダム,約1000世 帯以上

の水没移転者 を対象 に,華 山氏が面接による実態調査 を5年'問 かけて行 なった

労作 である。本稿では,華 山氏の研究に学びなが ら,水 没補償 問題の歴 史,理

論,現 実を検討す る。

そ して,K・W・ カ ップの 「社会 的費用 と社会的便益」21の概念 を手がか り

1)華 山謙 『補償の理論と現実』,勁草書房,1969年。
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に,水 没補償問題 の社会的評価 を試みる。補償費用 は総費用の約5割 を占め る

が,そ の量的な問題ばか りではな く,地 域住民の生活 を総合的,社 会的に評価

す るとい う,質 的に もきわ めて重要 な問題 を提起 してい る。 とい うのは,現 実

の水没補償 においては,財 産権の視 点か らの評価が行なわれ,生 活権 社会権

の視点か らの評価 は行なわれていないが,今 後は地域 コ ミュニテ ィー成立 によ

る社会的便益 を住民参加 と民主主義 により評価する こと,す なわち住民 と専 門

家 とによる総合的,社 会的な評価が必要 とされ るで あろう。

そ して,水 没補償問題の例証 として,京 都府下の二つの ダム建設問題,す な

わち,大 野 ダムと高山ダムを事例 として と りあげて検討す る。 ダム建設問題が

生 じた場合,地 方 自治体 とくに府県 レベルの地方 自治体は,事 業主体であ る場

合 は もちろん事業主体で ない場合で も,建 設促進派 にまわ り,反 対派の水没住

民 の組織 を敵視するケースが多い。そ ういう意味で は,京 都府下の二つのダム

建設 問題の事例 は,住 民 自治の立場 に立 った稀有 な事例で ある。水資源開発,

とくに水没補償問題 における地方 自治の重要性を検討す るには,ま さに注 目に

値す る事例で ある。

つ ま り,本 稿 の課題 を一言でいえば,多 目的 ダム等の新 しい水管理技術 の導

入を前提 に して,ど のような水の管理をすれば地方 自治が発展 し,ど のような

水の管理をすれば地方 自治が空洞化す るのかを,水 没補償問題を手がか りに検

討す ることにあ ると言えよ う。

II水 没補償問題の社会的評価

(1)水 没補償問題 の歴史,理 論,現 実

まず,水 没補償問題 の歴史的展開について検討 してみよ う㌔

戦前 の補償問題の特徴は,旧 土地収 用法(1900年)の 非民主性 と当局の強圧

2)K,W.Kapp,EnvironmentalDisruptionandSocia】Cost,1975,柴 田 徳 衛 ・鈴 木 正 俊 訳r環 境

破 壊 と社 会 的 畳 用 」,岩 波 書 店.1975年

3)華 山,前 掲 盲,幽 一40ペ ー ジ。 森 滝健 一 郎f[d一=H本 の 国 土 ・資 源 問 題 現 代 日本 の 水 資 源

問 題 」,汐 文 社,1982年,107-114ベ ー ジ。
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的な姿勢 とにあ るとい えよ う。

補償 問題 の歴史的原点 といわれ る,渡 良瀬川の洪水調節池の新設 に伴 う谷 中

村事件 の場合は,ま ず極端 に安い買収単価であ り,し か も住民が反対す ると栃

木県 はあらゆ る手段を使 って この反対 を押 し潰 してお り,例 えば,堤 防決壊箇

所を放置 した上に,堤 防復旧工事の名の もとに堤外地 の水制用の柳 を切 り倒 し,

護岸 を.こわ し,残 っている堤防を破壊 した。また,非 買収派 を酒色 をもって誘

惑す るなど,卑 劣 な切 り崩 し工作 を行 ない,収 用審査会ではほとん ど審議 ら し

い審議 もせず,栃 木県 の原案 どお りの価格で,土 地を引 き渡 し地上物件 を移転

するようにとの裁決を下 し,強 制執行 を行な った。

阿賀野川水系 ・新郷 ダムの補償事例では,会 社が村の有力者を個人的に説得

して村 として ダム賛成 の機運 をつ くってか ら,各 個撃破で水没地主 に ドンブ リ

勘定の交渉をすすめた。また,ブ ローカーが入 り込んで,電 気会社 に先がけて

農地 を買 占め,暴 利 を博 した とい う例 もある。また,小 河内 ダムの補償事例で

は,最 初の非公式折衝か ら実際 に買収が始 められ るまで約6年 間,い わば宙ぶ

らりんの期間があ り,水 没者たちは不安な思いで過 ごさなければ ならず,補 償

金 をあてにした借 金で苦 しんだ者 も少 な くなかった。

次に,戦 後混乱期の補償問題で は,戦 前 の悪い補償 のや り方 を踏襲 したのが

北上川水系 ・石淵 ダムの補償事例であ り,強 圧的 な姿勢で,補 償単価 も知 らさ

れず,極 端に安い補償金が少額つつ分割払い をされた。一方,そ の後の補償行

政にい くつかの教訓 を残 した事例 もあ り,北 上川水系 ・山王海 ダムの補償事例

は,水 没者 の移転 を促 進す るため に代替農地 を提供 した最初であ る。

1950年 代 に入 って,電 力需給の逼迫 と電源開発促進法の もとで,"電 源開発

ブー ム"が おきると,水 没補償 は金銭面でみ るか ぎり比較的高額の もの とな り,

阿賀 野川水系 ・田子倉 ダムは高額な補償が された事例である。

1950年 代後半 になると,ダ ムその ものの`'公 共性"に 疑 問を提起 し,ダ ム建 ・

設絶対反対 を唱 える運動が出て くる。佐伯 ダム反対闘争の場合は,ダ ム建設の

真の狙いが農業用水 よ りも工業用水の確保 にあることを喝破 し,ダ ム建設 を断
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.念 させた。下 筌 ・松原 ダム反対闘争 の場 合は,ダ ムの治水効果その ものに対す

る疑問に加 えて溌 電本位 のダムが公共の負担によ・て建設.され ることに対す

る批判が提起 され一 ・蜂の巣城'乏 して有 名な全 国的な闘争 とな・たが・結局・

ダム建設 を阻止す ることはで きなか った。

以上が補償問題の歴 史的展開で あるが,そ の補償基準の変遷 はどうか㌔

まず,195ユ 年に土地収用法が全面改正 され るが,そ の特徴は,① 収用法が適

用され る範囲が明確 になった,② 事業認定の手続 きに関す る規定が厳密 になっ

た,③ 収用審査会が収用委員会 と名前を代え,そ の組織が民主化 された,④ 収

用の対象 となる権利 の規定が明確 とな り,損 失補償 に関す る規定が精緻 になっ

た,な どであ る。

1951-57年 頃は 日本各地で基地の新設 ・拡張が行 なわれ,多 くの社会問題 を

ひきおこ したが,1952年 に 「駐留軍 ノ用二供 スル土地等 ノ損失補償要綱」が作

られた。 これが最初の統一的補償基準で,そ の後の補償基準の下敷 となる。

同年,資 源調査会 は 「水資源の開発等 に伴 う補償処理 に関す る勧 告書」を提

出 したが,こ の勧告書は補償理論の根本的課題 を提起 した と高 く評価 されてい

る。まず,補 償 の方法 には金銭,代 替地,施 設や便宜の供与,被 補償者の起業

へ の資本的参加,労 働 的参加 など,多 様 な道があ るとする。そ して,統 一的合

理 的な補償評価基準 の確立 を強調 し,① 算定方法が全国的に適用可能であるこ

と,② 補償金によって代わ りうべ き物件 ・権利 が購入 しうること,③ 生活補償

を認めるべ きである,と した.ま た潭 力需糸合の逼迫 した時期 に作 られたのが・

1953年 の 「電源開発 に伴 う水没 その他 による損失補償要綱 」であ り,そ の特徴

は被補償者 との無用 な衝突 を避 ける思想にあった。

しか し,翌1954年 に定め られた 「建設省直轄の公共事業 の施行 に伴 う損失補

償基準」で は,生 活補償的色彩(薪 炭生産補償,謝 金等〉が払拭 されてい る。

その後,1956年 に 「日本道路公団用地補償 内規⊥1957年 に国鉄 の 「用地購入

価格等評定要綱」,1959年 に 「首都高速道路公団の土地買収価格等 の基準を定

4>華 山,同上書,41-52ペ ージ。
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める規定⊥1960年 に農林省 の 「土地改 良事業 に伴 う用地等の買収 および損失

補償要綱」な どがだ された。

1961年 に 「公共用地の取得に関する特別措置法」が制定 される。 これ は,緊

急度の高い公共事業 の収用手続 きを簡素化す るもので あるが,同 時に現物補償

の強化,生 活再建措置 を義務づ けていた。そ して,1962年 に公共用地審議会 の

答 申が出される。答 申は,① 統一的な補償基準 の確立,② 公共補償 の基準の確

立,③ 鑑定評価制度 の確立,の3つ に分け られるが,こ こでは精神損失 に対す

る補償,事 業損 失に対す る補償,生 活権補償,追 加払 い,協 力奨励金等 を否定

し,補 償の対象を財産権 に しぼ ったことに注 目を したい。 この答申の精神 を受

け継いで,「 公共用地の取得 に伴 う損失補償基準要綱」が 閣議決定され る。要

綱 の基本的な考 え方 は,補 償 の対象を財産権 に しぼ り",補 償額をその物件 の

市場価格 を基準 として算定する とい うものである。

このような補償理論で は,財 産権 に対す る補償 は矛盾な く説明がつ けられ る

が,「 通常生ず る損失」(土 地が収用 されたことによって土地所有者また は関係

者が通常受 けると考 えられ る損失)に 対す る補償 に関 しては処理 しきれ ない問

題が出て くる。その典型的な例が,営 業補償,農 業補償,漁 業補償,離 職者補

償,少 数残存者補償 などである。

最後に,水 没補償問題の実態 について検討 してみ よう%

まず,水 没 に先行す る地域破壊 の問題があ る。つま り,賛 成派 と反対派に住

民が分裂,対 立させ られることであ り,道 路補修 ・河川改修な どの公共事業が

ス トップされることである。また,水 没を契機 として地域社 会その ものが解体

し,つ い には廃村に至 った福井県西谷村のような極端 な事例 もあ る。

5)「 補 償は財産権 に限 り,生 活権や 精神的損 失に対す る補償 は行わ ない。 ただ し,受 忍 の限度 を

超 える経済的損 失 に対す るr少 数残 存者補償 』や,職 業の 自由が実現 していな い現 実か らのr離

職者補 償』 を,社 会政策 的に措 置す ることがあ る。」 健 設 省河川局 監修,財 団法 人 ダム技 術セ ン

ター編r多 目的 ダム の建設 昭和62年 版 築1巻 計画 ・行 政』 財 団俵 入建 設研 修 セ ンター,

1988年}と あ るよ うに,生 活権補償.精 神 的損失 に対 す る補償 の否 定 と ともに,受 忍限 度論が強

調 されてい る点 が,日 本 型の補償原 則 と して注 目され る。

6)森 滝,前 掲書,128-134ペ ー ジ。
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次 に,水 没 移 転者 の状 態 につ い て は7㌧ 移 転 前 後 の職 業 をみ る と,同 じ職 業

渉7割,新 しい職業 が3割 で あ るが,農 地 ・商 店 ・勤 め先 が変 わ るな ど,ダ ム

の建設は水没地区住民 に生活の激変 を強い るものであ る。移転 による生活 の変

動 については,全 体の傾向 は好転が4割,不 変が4割,悪 化が2割 で あるが,

職業転換 がなか った場合(好 転が40%,不 変が46%,悪 化が14%)と 職業転換

した場合(好 転が40%,不 変が40%,悪 化が20%)を 比較 して も,全 体の傾向

と比べて著 しい差 はない。 しか し,転 換の型による特色があ り,農 業か ら自営

は悪化が半分近 くを占め,農 業か ら賃金労働は好転が少な く,悪 化が半分を超

えている。

補償金の多少による職業選択 と生活変動をみ ると,上 層 の移転者は同 じ職業

の選択が多 く,職 業転換 した場合で もアパ ー ト経営な どの金利生活者で,失 敗

例が少 ない。中層の移転者 は同 じ農業 を選択 した場合 は悪化 は少ないが,農 業

か ら自営 には失敗例が多い。下層 の移転者は職業選択 にかかわ らず悪化が多い。

つま り,生 活の好転は上層 に多 く,悪 化は下層 にい くほ ど多い とい うことにな

り,結 局,従 来の補償 は階層間に不公平をつ くり,と くに下層に対 しては生活

再建 に不十分な もので あったといえる。

前述 したように,現 行の補償制度 は財産上の損失に限 られてい るため,全 移

転者 の3分 の2を 占め る下層の人たちの努力は,補 償単価 の値上 げに集中す る

ことになる。その結果,1戸 当 りの補償金のバ ラツキはよ り大 き くな り,補 償

金総額 も大 きくな り,起 業者の負担 も増加す る。取 り残 された住民は もっと悲

惨で,補 償金 もな く,伝 統 的地域社会から切 り離 されて しまう。また,下 流地

域は ダムの恩恵を うけるが,ダ ム所在市町村 は被害のみ とい う不満がつのるこ

とになる。 それゆ え,水 没1補償問題 には3つ の課題があるとい えよ う%第 一

の課題嫉 「起業地の範囲内において.従 前の生活をどの ようにして再建す るか

であ り,第 二の課題は,起 靴 の周辺にお・・て,事 業が及ぼす悪影響を どう

7)華 山,前 掲 書,120-201ベ ー ン 。

8)華 山謙 ・布 施 徹 志 「都 市 と水 資 源 』,鹿 島 出版 会,51-65ペ ー ジ 。
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補 償 す るか で あ り,第 三 の課 題 は,被 害 を受 け る地 域 と利益 を受 け る地域 の 格

差 の 問 題 を ど うす るか で あ る。

(2)水 没補償問題 の社会的評価

前節で検討 した ように,華 山謙氏は,現 行 の補償の対 象を財産権 に しぼ り,

補償額をその物件の市場価格を基準 として算定す る とい う補償理論では,財 産

権 に対す る補償 は矛盾 な く説 明が つけられ るが,「 通常生ず る損 失」 に対す る

補償 に関 しては処理 しきれ ない問題が 出て くる として,「 通常生 ずる損失」 に

対す る補償 は生活権の侵害 に対す る補償 として理解すべ きである と述べ てい る。

そ して,水 没移転者の実態調査 をふまえて,金 銭補償 のみに よって は被補償者

の失敗が必然的 に発生 し,し か も財産が少 な く補償金の少ない階層で失敗の率

が高 くなるので,財 産権に対する補償 に加 えて生活権 に対す る補償 を考 え,さ

らに 「生活再建措置」 を講 じる必要があ るとされ る。なお、 ここでい う生活再

建措置 とは,起 業者が被補償者 に直接支払 う補償金ではな く,そ の補償金が被

補償 者の生活再建 にもっとも有効 に役立つ よ うに しむけるための各種 の措置で

あ り,具 体 的には,代 替地 のあっせん,融 資,職 業訓練,就 職 のあ っせ ん,各

種の相談な どであ る。

この ように華山氏の補償理論 を概括すれば,① 財産権補償,② 生活権補償,

③生活再建措置,と なっているのであるが,本 節では,K・W・ カ ップの 「社

会的費用 と社会的便益」 とい う概念に注 目を して,水 没補償 問題の社会的評価

を試み ることによ り,水 没補償 における 「社会権(コ ミュニテ ィー権)補 償 」

の問題を提起 してみたい%

カ ップは,「 社会的費用」 を私 的生産活動 の結果,経 済上 こ うむ る有害な影

響や損害で,第 三者や社会 によって負担 され る費用 と定義 し,「 社会的便益」

を分割 ・留保が不可能で社会の全構成員 にもた らされる便益 と定義する。そ し.

て,「 社会的便益を組織的 に生産 してい くためには,社 会的 目標 や公共 目的の

9)K.W.Kapp,op.cit.
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策定にたずさわ る専 門的な公共機関による社会活動が必要になる。つ まり,社

会的便益 は私企業で は作 られないか ら,そ れ を作 り出す ためにはどうして も共

同の決定が前提 となるのである」 と述べて いる。 また,カ ップは,「 社会的費

用や社会的便益 を数量化する問題 は,交 換価値 を基礎 とす るか ぎり,完 全 に満

足すべ き解決法を見出だす ことがで きない」,「社会的費用や社 会的便益の数量

化 を貨 幣表示や市場価格 にのみ限定す るのは不当で あ る」 と して,「 社 会的便

益 と社 会的費用を社会的 に評 価する問題」,す なわ ち 「実物表示 による計 算」

「実物的価値」の問題 を提起 している。

このカ ップの概念 を援用 して ダム建設 による水没補償問題 を考えてみよ う。

本来,ダ ム建設に よる社会的便益の大きさが,水 没住民 に社会的費用であ る水

没補償 を支払 って も,な お余 りあるほ どの大 きいか ら,ダ ムを建設す るわ けで

ある。

建設 による便益≧建設工事費+建 設 による損失

しか し,水 没住民か らすれば,補 償の過程で,従 来,地 域住民が享受 してい

た社会的便益を買い取 られるわ けであ るか ら,地 域住民の生活の質が向上させ

られ,草 の根民主主義が強化 されるのが当然で ある。 しか しながら,わ が国の

場合 は,起 業者による財産権 の金銭的な評価 のみ による補償であ り,い わば立

ち退 き料的 な発想 にすぎない。つ ま り,カ ップのい う使用価値 的な質,「 実物

的価値」の観点が まった く欠如 しているわ けである。 ここに日本型地域開発の

限界があ り,自 然環境 と人間の生活 を破壊す るよ うな開発が行なわれて きたゆ

えんがあ る。

それで は,ど のよ うな補償理論が必要 とされ るのであろうか。

ここで想起すべ きは,マ ルクス 『資本論』 の 「第11章 協 業」であ る1%個

別の労働者は,労 働者 とその家族の再生産を保障す る賃金 によって,金 銭的 に

評価 しうる。他方,「 他 人との計画的な協働 のなかで は,労 働 者は彼の個体 的

】WK,Marx,DasKapital,Bd,1,S,349,マ ル ク ス 『資 本 論 』 第 】巻,マ ル ク ス ・エ ン ゲ'レ ス 全 集

第23巻,432ペ ー ジ 。
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な限界 を脱 け出て彼 の種族能力 を発揮」 し,協 業の場 において 「資本 の生産

力」 としてで はあ るが集団的に 「生産力の創造」 を行 な う。それゆえ,労 働者

の個別 的評価 と社会的労働者 としての労働者集団の評価 には,大 きな差異が存

在す る といえよ う。つ ま り,個 別にバ ラバ ラにす ると評価 は小さ くなるが,個

別の ものを総合的,集 団的に評価す ると大 きな効用の評価が可能である とい う

ことになる。

水没補償 問題 における社会的費用 と社会的便益 を評価す る場合 にも,こ れ と

同様 の ことがいえるのであ って,地 域住民の私的財産 の個別的な評価 と地域 コ

ミュニティーの成立に より地域住民が享受す る社会的便益 の総合的評価 には,

大 きな差異が生 じるのである。それゆえ,求 められる水没補償理論 とは,貨 幣

表示 が可能 な私 的所 有者 の個 別財 産だ けを評価 す るの で はな く,コ ミュニ

テ ィーの社会的便益 を含めた水没地域住民 の生活 に関わ るすべ ての社会的便益

の実物評価を行な ってか ら,貨 幣価値への換算を行な う理論であ り,そ の社会

的評価 は住民参加 と民主主義 によって,つ ま り住民 自身 と科学者等の専 門家を

主体 として行なわれなければな らない とす る理論である。

言いかえれば,ダ ム建設 による最大の問題 は地域社 会 ・コ ミュニテ ィーの解

体であ り,こ のコ ミュニテ ィーが成立す ることによる社会的便益 をどのように

評価 し,コ ミュニテ ィー解体による社会的損失を どのよ うに補償するかが,補

償理論 の決定的問題 となるわけであるρ従前 より代替 の農地や住宅地 を提供 し

て集団移住をすすめ ることによ り,地 域のコ ミュニテ ィーを再建す るとい う形

の補償 が行 なわ れ たケー スが あ るが,そ れ をさ らに一 歩進 めて,コ ミュニ

テ ィーによる有形,無 形の共同資産的な ものの社会的便益 の評価 を行ない,そ

れを金銭に換算 して補償を行な うこと,こ れが現代の補償理論 の課題であ る。

端的 にいえば,従 来 の財産権補償 に加 えて,生 活権 補償,社 会権(コ ミェニ

テ ィ一権)補 償 をどうするのか とい う問題である。

なお,そ の際に参考になるのは.生 協の もつ社会資源についての問題提起で

あるm。 この問題提起 を地域資源の評価の問題 に応用 してみれば,① 人的資源
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の評価,② 投下 資金,す なわ ち従 来の投資額 の評価,③ 空 間の利用 価値,ス

ペースの評価(例 えば水,空 気,埋 蔵物,広 くは都市 と農村な ど)④ 人間の

ネ ットワー クの もつ価値,あ るいはコ ミュニ ティー としての価値 の評価,以 上

4つ の地域資源の評価 が必要であ るとい うことになろ う。それゆえ,こ れ らの

すべ ての地域資源を評価 して,こ の社会的便益を放棄す るコス トとして,水 没

補償 問題を考 える必要があるわげである。

言 いかえれば,多 目的 ダムとい う新技術 を通 じて,地 域資源をよ り有効に活

か し,多 目的ダム建設の社会的費用であ る 「ダム建設費+補 償費」 よりはるか

に大 きな社会的便益が得 られるような投資計画がたて られなければな らない。

そ して,そ の際の 「補償費」 は,ダ ム建設 により失われ る社会的便益の個別的

評価で はな く,総 合的評価でなけれぼな らないのである。

III水 没補償 問題 と地方 自治

(1)大 野 ダム建設問題

まず,京 都府下の大野 ダム建設問題について事例検討 をしてみよ う121。

経過 を簡単 に整理す ると,大 野 ダムは戦前の1943年 に由良川河水統制事業 と

して計画され るが,戦 争激化 のため中止 された。戦後直後の1945年10月,戦 時

中の山林乱伐な どによ って荒廃 していた由良川流域 は,阿 久根台風 によ り大 き

な被害 をうけるが,こ の大災害 によって由良川改修再開の声が高 まる。ついで

1949年7月 にヘス ター台風が由良川全域 に大 きな被害 を もた らしたので,地 元

と府会 は中央に向けて運動 を開始 し,1950年 には政府予算 として由良川改修工

事築堤3,500万 円 と大野堰堤調査 費が計上 され る。 このような大野 ダム建設再

開の動 きに対 して,1951年8月 に大野 ダム被害者 同盟が発足 し,「 祖先伝来 の

土地 を守れ」「生活権を擁護せ よ」「故郷 を湖底に沈め るな」な ど激 しい反対の

11)厚 生省 「生協 による福祉サ ー ビスのあ り方 に関す る研究 会報告 書』,1989年 。

12)京 都府 「大野 ダム建設 に伴 う水 没補 償対 策調 査 報 告書』,1956年,大 野 ダ ム地 域振 興 協 議 会

「大野 ダムの出来 るまで』,1961年,大 野 ダム詩編 さん委 員会 『大 野 ダム誌』,1979年,を 参 照。
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気勢 をあげた。

ここで注 目したいのは,1952年5月 の由良川改修工事期成委員会にお ける蜷

川知事 の発言で あ る。「由良川改修問題は多年の懸案 であ り,洪 水調節 を大野

村 に設 け,発 電 と両方面使用す るか どうか,こ れは今 日両方 とも使用す るこ と

が必要だ と思 う。最近電力会社 の電力料金値上げによる,一 般府民 の迷惑 は国

民経済的に考えて重要 なことである。技術的面は不明だが,こ の工事 による多

少の犠牲 は出ると思 うが,こ れは止むを得ん と思 う。 しか し,こ れに対 する住

民 の経済生活の基盤を失 うことは,す なわち農民から土地 を奪 うことはで きぬ。

これ に対す る補償 につ いて国のは っき りした線を出す必要があ り,十 分な しか

も適正な補償を して もらう。住民が今 まで よ り一層 よ くなる対策を構 じてや っ

てこそ私 は工事 をやれ ると思 う。 国家補償 は国家補償,府 は府 としての対策 を

構ず る必要あ りと考える。」

その後,1953年9月 に13号 台風 は百年に一度 といわれ る大 きな災害を由良川

流域 にもた らしたが,そ の直後 の9月 定例府会において,蜷 川知事 は次 のよう

に発言 している。 「大野の ダムとい うのは,本 来治水 のダムであ ります。危険

のない ときには,こ れ を発電 に利用 したい という考 えで ございま して,本 来は

洪水調節の ダムである。洪水の危険のない場 合において電力の発電 に使 う。従

いま してこれが洪水調節の ダムである限 りにおいて,電 力の利用 とい うものは

これ と.つ の矛盾 をしますので管理者が京都府で あって,い ざ となれば電力の

利用 は捨 てて洪水調節 にやれ るとい う立場 にない限 り,大 野の ダム とい うよう

な ものはむつか しい と思 うので,も し電力に利用す る場合 においては,京 都府

が これを担当す る とい うように考 えてお ります。」

また,12月 の地元懇談会において,蜷 川知事 は次 のよ うに発言 してい る。

「犠 牲者 の大小 とい うよ りも現実 の事 実 と取組 んで河川を どうずれば皆のため

になるか とい うこ とであ る。技術的には犠牲者の ことは考えていない。技術 は

自然 と取組んで計画す るのである。犠牲者がでた場合 それを どうす るか知事 と

して考 えれ ばよい。 これ は政治で はな く地方行政である。」 「(洪水調節 の堰堤
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.を)作 る とす ると犠牲者が 出る。知事 としては犠牲者 をよ り少 な く,も し犠牲

者 とな った人には今 日まで と同 じ生活がで きるよう色 々してあげたい と思 って

いる。大野堰堤 をや ろうとや るまい と皆さんが今 までや って きた営農その他の

家業 を継続 してや って もらいたい。」「府 としては国の補償以外 に犠牲者 に補償

を出す。今 まで のや り方は国の補償だ けであ るが,私 としては知事 として犠牲

者の生瀞 で きるよ うにしたい.」 「従来の農業経営 を継続で きるよう+分 考 え

るが,今 までの経営方法がで きなレナれば別の方途を構ず るようにす る・」「由良

川を何 とか して京都府の立派な河川 として もってい きたい。国か らも十分維持

施設 を して貰いたい と思 っている。そのため犠牲者が出た場 合は国 よりも十分

な補償 を して もらうレ 知事 として も皆様の生1舌と緻 斉を守 るため努力す る・」

再 び経過 をお うと,1953年12月 に京都府 の大野堰堤対策事務局が設置され,

翌1954年9月 には近畿 地方建設局(以 下,「 地建」 と略称)の 大野工事 事務所

が開設され,10月 には大野 ダム工事促進協議会が開かれ るなど,ダ ム建設の準

備体制がすすめ られて くる.こ のような事態 の切迫に対 して・・955年11月1こ大

野 ダム被害者 同盟(以 下,「 同盟」 と略称)が 結成 されるが,1956年2月 に地

建 は燭 ダム説明会を開催 しダム建設宣言を行な・た・ このよ うな中涼 都府

の勧告等 もあ り,4月 に同盟 は絶対反対か ら条件闘争 へ転換す る。 これに こた

えて京都府は4月 に水没地域特別対策要綱客まとめ,① 最高の補償 を確保す る,

②水没後の営諜 につ いては府の全機能をあげ窃 たる・ とい う府 の公約1こ基

づいて,大 野 ダムの特 殊性 に即 した生活補償の考 え方を強 く打 ちだ し,地 建 と

折衝をすすめ るこ とに した。そして,府 は5月 には本庁に大野 ダム対策本部を

設置 し,6月 には現地に大野 ダム対策事務所を設置す る。

一方,同 盟 は条件闘争切 り替えに伴い,補 償交渉 にそなえて執行体制 の強化

をはか り,地 元補償案立案分科会 と交渉 団を組織 し,9月 には理論 の通 っ#最

高の補償 を獲得す るための要求書原案をま とめた・そ して… 月に府 との協議

会 をもち,府 と地元が一体 となって建設省にあた り,ど うして も国が取 り上 げ

ない ものは府 と話 し合 うことにな った。 そして,11月 に地建 は補償基準 を発表
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し,補 償交渉がいよいよ本格化す るが,地 元の要求 と地建の回答:には大 きな差

があ り,交 渉は容易に進展 しなか った。 しか し,12月 末までに交渉が妥結 しな

い場合は,予 算獲得が不可能 とな り1年 延期が確実 となることか ら,同 盟は年

内妥結が有利 と判断 して,結 局,最 終 の交渉 を蜷川知事 に白紙委任する。知事

は 「私は国の仕事 に協力はす るが,補 償についてはどこまで も,地 元側 に立つ。

……(中 略)… … この問題を委 され るのであれば どこまで も府民の立場 に立って

頑張 る」 と述べ,激 しい交渉の末,31日 になってようや く協定書が調印され る。

このよ うに大野 ダム建設問題の特徴 は,第 一に,蜷 川知事 の発言にみ られ る

ように,一 貫 して水没住民の立場 に立ち続 けたこ とであ る。第二は,水 没補償

交渉 と並行 して農村振興計画の推進 にあた り,1957～61年 にかけて大野 ダム地

域営 農振興事業5か 年計画 を実施 した ことであ る171。第三に,住 民本位,科 学

的な ダム管理体制 を樹立 し,住 民本位 のゲイ ト操作 とそれを科学的 に保障す る

雨量 ・水位 の観測網を完備 したことであ る14國。他地域で は,発 電 優先の ダム管

理 による無謀な放流や ダム建設による河床変動のため,水 害が多発 していた こ

とと比べ ると,そ の住民本位の姿勢は高 く評価で きよう。

〔2)高 山 ダム建設 問 題

次 に,高 山 ダム建 設 問題 の事 例検 討 に移 ろ う[5,。

経 過 を簡単 にみ ると,1953年8月 と9月 の 南山 城大 水害 が ダム建 設 の 直接 の

契機 とな ってお り,1954年12月 に建 設 省河 川審 議 会 にお い て 「淀 川 水 系改 修基

本計 画」 が策 定 され,瀬 田川 洗堰,天 ケ瀬 ダム,高 山 ダ ム建 設 に よ って洪 水調

節 を行 な う ことに な った。 そ の後,1959年9月 の伊 勢 湾台 風 時 の 出水 に よ り計

画 の再 検討 が 行 なわ れ,高 山 ダムの堤 高 を4m上 げ,洪 水 調 節,発 電,水 道 お

よび農 業用 水 の補 給 を行 な う多 目的 ダム として建 設 され るこ と とな った。

13)大 野 ダ ム 詩編 さ ん委 員 会,前 掲 書,176-196ペ ー ジ。

14)京 都 府 政 研 究 会 編 「戦 後 に お け る京 都 府 政 の 歩 み」,汐 文 社:,1973年,238～240ペ ー ジ 。

15)京 都 府 企 画 筈 理 部 企 画 室 『高 山 ダ ム に 関 す る報 告 書 』,1966年,相 楽 郡 南 山 城 村 『村 に高 山 ダ

ムが で き る』,1966年 ,を 参 照
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一方 ,1954年9月 に高山村水没組合が結成 され,1956年4月 に南山城村は高

山 ダム対策委員会(以 下,「 村対策委員会」 と略称)を 設置 し,1957年4月 に

は土地水没者 も水没組合 に加入す るなど地元の体制が次第に整 って くる。

このよ うな中,1957年8月 以降,近 畿 地方建設局(以 下,「 地建」 と略称)

は,「 高山 ダム建設」の説 明会 を開催 し,1958年6月 には 「高山 ダム調査出張

所」 を,1960年4月 には 「高 山ダム調査事務所」を設置す る。

一方
,水 没組合 は1960年9月 に 「南 山城村高山 ダム被害者同盟」(以 下,「 同

盟」 と略称)と 改称 し,家 屋,耕 地,山 林の3専 門部 を設置 し,そ の後1963年

には労務,神 社 の2部 会 を追加す る。 また,1962年4月 には,村 対策委員会が

組織改正を し,同 盟 と共同戦線 を張 ることになる。

そ して,1962年9月 に地建 と同盟 とは基本協定 を締結す るが,10月 に高山 ダ

ム建設 事業が水資源開発公団(以 下,「 公団」 と略称)に 移管 された ことに伴

い,改 めて12月 に公団 と同盟 とで基本協定が締結 され る。 この協定の第3条 に

は,「 今後 ダムのため の双 方の協議,交 渉 はすべ て.京 都府知事の指定 した京

都府職 員の立 ち合いの もとに行な う」 と書かれ,石 沢副知事 は 「府の立ち合い

は,単 なる仲介的立場で な く,積 極的に住民 の生活を守 る立場での立ち合いで

あ る」 と発言 してい る。

この後,公 団は 「調査測量等の申 し入れ」を行 ない81963年1月 に村長,

同盟会長連名の申 し入れ に対する回答 と 「高山 ダム建設 に伴 う損失 に対す る基

本要求書」が出され,2月 には同盟が29項 目の要 求書を提出す る。 この29項 目

の要求 のうち27項 目を公 団は了解,2項 目を後 日の協議 とい う形で,同 盟 は調

査測量 を了承 し,2月 か ら地元関係者立 ち会いで,補 償対象 となる水没者個 々

の物件数量確認のための調査 を開始 し,4月 末に作業を完了 した。

「高 山ダム建設に伴 う損失 に対す る基本要求書 」につ いての交渉は,1963年

3月 か ら始 まるが,地 元は回答を不満 とし,第1次 回答は物別れにおわ り,4

月の第2次 回答 も再び物別れ におわ り,5月 の第3次 回答の際 に,同 盟 は 「阪

神地区代表者が当地に きて,誠 意をみせれば,前 回の回答を認めて もよい」 と
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した。それに対 して,8月 に大阪府 田中副知事ほか23名 の阪神地区代表者が現

地を訪れ,「 地元 の開発 については,十 分協力 したい」 と発言 したこ とで,同

盟は9月 に 「高山 ダム建設 に伴 う阪神地区受益者か らの援助,協 力についての

確認書」 を取 り交わす ことで,第4次 回答 を了承 した。

1964年7月 に,京 都府 は補償交渉 の調整,資 料収集,生 活相談,営 農指導 を

行 う高山ダム対策室 を設置す る。同年12月 に公団は補償基準 を発表す るが,同

盟は予想外 に基準が低い と強い不満 を示 した。そ して,同 盟 は11回 にわた り基

準の算定基礎 と考え方 について公団の説明を聞 くとともに,組 合員の声 も聞 き,

検討 を重ねた末,1965年3月25日 に 「今回の補償基準 ならびに今後の補償交渉

に対 する同盟 の基本的な考 え方」を示 し,補 償基準を突 き返 した。また,前 年

11月 の売買予約等に関す る覚書 の回答が,3月29日 と31日 に行 なわれたが,そ

の回答に公団の誠意がみ られない として,村 お よび同盟 は覚書 を突 き返 し,工

事の中止 を申 し入れた。そ して,同 盟 は4月1日 か ら実力で工事を中止 させ た。

あわてた公団側 は,京 都府 のあっせんにより,4月22日 に工事再開の覚書 を交

し,よ うや く工事は再開 した。

5月 に公団は最終補償基準を発表 したが,地 元は 「なお我 々の要求が満たさ

れていない」 として,8月 末 まで20数 回にわた る強力な交渉を行 なった。 しか

し,交 渉 はなんら前進せず,同 盟は9月 に最終の 「細 目要望事項」を提 出した。

その後,10月 ～11月 にかけての交渉 も難行 に難行を重ねたが,結 局,11月26日,

補償交渉 は京都府のあっせ ん案 によ りょ うや く解決 し,蜷 川知事立ち会いの も

とに協定書が調印 された。

なお,高 山 ダム問題 の特徴 として,被 害者同盟のダム建設に対す る態度 につ

いて付言 してお きたい。すなわち,そ れは 「この ダム建設で受ける下流数百万

住民 の利益 は膨大である。 これに対応する同様 な利益がわれわれ水没者 に本来

の補償 に加 えて与 えられるな らば ダム建設 に協力す る。」 として,全 国 にも稀

な協力的な態度を示 していたことであ る。

最後に,高 山 ダム建設 についての府の姿勢.補 償交渉における地元指導 ・支
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援体 制の基本的態度について検討 してみよう。第一 は,高 山 ダムの建設 ・管理

運営 は治山 ・治水重点主義で行な うとい う基本姿勢で ある。第二は,下 流受益

者の膨大な受益 に照応するよ うな同様 の利益が,積 極 的に上流水没地域住民 に

与 えられ るべ きであるとい う上 ・下流地域利益め均等配分主義であ る。第三 は,

大局的な立場か らの公共事業 の協力,推 進 とともに,地 域住民の諸権利 を守 る

ための積極 的援助 も公共の福祉で あるとする,住 民生活擁護優先主義である。

第四は,地 域住民の 自主性(自 主的活動)を 尊重す る立場を とり,自 治意識の

向上 に努めた ことであ る。第五は,団 体交渉方式 を堅持す ることの必要性お よ

び有益性 を強調 し続けた ことである。

以上,被 害者同盟 と村当局 との団結,府 の姿勢 などによ り,高 山 ダムによ り

同時に水没す る奈良県内の地域よ り約2年 短い交渉で妥結,し か も同等 の内容

を獲得す るとい う,優 れた成果をあげたのであ る1%

IVお わ り に

本 稿 にお け る積 極的 な主 張 点 を概括 す れ ば,次 の よ うにな る。

まず,多 目的 ダ ム建 設 に おい て最 大 の問題 で あ る水没 補償 問 題 の歴 史,理 論,

現実 を,華 山謙 氏 の研 究 に よ り検 討 した。華 山氏 に よれ ば,現 行 の 水没補 償 の

問題 点 は財 産 権 を対 象 とす る補償 で あ り,生 活権 補償,生 活 再 建措 置 は認 め ら

`れ て い ない こ とに あ る
。 これ はま さに地 方 自治 を否定 す る 日本 型 地域 開発 の 限

界で あ る。 そ こで,本 稿 で は,社 会 的費 用 と社会 的便 益 の概 念 に着 目 して,地

域 コ ミュニ テ ィー 解 体 に よる社 会 的損 失 に対 す る補 償,い わ ば 「社 会 権(コ

ミュニ テ ィー権)補 償 」 を,住 民 参加 と民 主 主義 に よ り評価 す る こ とを提 起 し

た。 貨 幣換 算 の計 算 方法 を ど うす るか とい う困難 な問題 は残 され て いるが,地

16)京 都府政研究会編,前 掲書,Z44ペ ージ。なお,水 没住民の運動との関連では,国 土問題研究

会が1973年に提起した 「ダム対策の五原則」が注目される。この 「ダム五原則」は.そ の後,あ

らゆる公共事業に適用されるべきであるとして,現 在では 「公共事業五原則」といわれているが,

その内容は,① 情報と資料の公開,② 計画への住民参加,③ 地場産業の発展と住民生活の向上,

④防災等の地元優先,⑤ アフターケアの実施,で ある。(浅野勇 「住民運動の新段階と発展の探

求」,国土問題研究会r国 土問題』15号,所 収,1976年)
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域資 源 の 評価 とい う問題 は きわ めて 重 要で あ る と思わ れ る。

さ らに,例 証 と して,京 都府 下 の 二 つの ダム建 設 の事例 を検討 した 。戦 前 の

谷 中村 の事 例 に お け る栃 木 県 をは じめ と して,と くに府 県 レベ ルの地 方 自治 体

は,ダ ム建 設 推進 の立 場 に立 ち,反 対 運動 を進 め る住 民組 織 と対 立 す る場 合 が

多 い。 そ の よ うな中で,こ の京都 府 下 の二 つ の ダ ム建 設 の事 例 は,住 民 自治 の

立場 に立 った注 目すべ き事 例 で あ る。 また,華 山氏 は,水 没 補償 問題 の3つ の

課 題 として,① 生 活権 補償 をめ ぐる問題,② 事 業損 失 をめ ぐる問題 ③ 開発 利

益 の還元 の問題 を提起 したが,京 都 府 下 の二 つ の ダ ム建 設 の事 例 は,端 緒 的

で はあ るが,地 方 自治 の総 合性 を活 か して,そ の解 決 の方 向を示 して い る と思

われ る。

以 上が,本 稿 の一応 の到 達点 で あ り,水 資 源 開発 にお け る地方 自治 の重 要性

がか な り明 らか に な った と思 わ れ るが,残 され た 課 題 と して は,「 社 会権(コ

ミュ ニテ ィー権)補 償」 の具体 的な計 算方 法が あ る。

最 後 に,水 の管 理 と地方 自治 の展 望 につ いて の検 討 を行 ない,結 び と した い。

まず,水 の管理 を考 え る際 には,や は り リリエ ン ソー ルの提 起 したTVAの 三

原 則,す なわ ち,① 開発 目的 の総合 性,② 責 任機 関の 一元 化,③ 草 の根 民 主主

義 の確 立,が 手 が か りとな るL"。

このTVAの 三原 則 を現 代 的 に展 開す るため に,水 没補償 問題 を社 会 的 費 用

と社 会 的便 益 の視 点か ら考 察 した 後 に再検 討 す る と,① 開発 目的 の総 合性 は,

地 域住 民 の生 活,地 域資 源 の潜 在性 の評価 を行 な い,実 物 的評 価 を具体 的 に行

な うこ とに よ り担保 され,② 責 任機 関 の一 元 化 に とどま らず,地 域 の個 別利 害

を民 主 的 に規 制 す る ことに よ り,総 合 的な施 策 を実 施 し,社 会的 便益 を個 別化

をさせ な い こ とが重 要 で あ り,・③草 の根民 主 主 義 の確 立 は,高 い 専 門性 を もつ

ユ7)D.E.Lilienthal,TVA;DemocracyontheMarch,1953,和 田小六 ・和田昭訳 『TVA総 合開

発の歴史的実剥(原 書第二版),岩 波書店,1979年 。また,理 念としてのTVAと 現実のTVA

との違いを指摘したものとしては,佐 々木雅幸 「TVAに おける草の根民主主義の構想」,r経済

論叢」第119巻筆6号,1977年,同 「TVA草 の根民主主義の現実」,「経済論叢』第120巻 第

3・4号,1977年,が あるが,本 稿では 「理念としてのTVA」,と くに水の管理における地方

自治の重要性の提起を高 く評価したい。
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専 門家 と地 域 住民 の ネ ッ トワー クで,生 活権,社 会権 を支 え る こと によ り,プ

ロ ジェ ク トに有効 に コ ミ ッ トで き るこ とを示 して い る
,の で あ る。


